
 

 

「電話での相談は受け付けていません。相談のある方は当日会場にお越し下さい」 

派遣切り、雇い止め、住居が無いなど 

困っているみなさんへ 

 

 

雇用、住宅、生活保護、多重債務、医療・健康、よろず相談会 
 

 

昨今、「派遣切り」・雇い止めにより、数万人規模の非正規労働者が仕事と住まいを奪われ、

帰る家がない多くの非正規労働者がホームレス状態に追い込まれています。 

雇用を打ち切られた方、３月末に「派遣切り」・雇い止めで失業するおそれがあるみなさん。

ぜひ、この機会にご相談ください。相談は無料です。 

 

 

日時 3 月 21 日(土) 10 時～17 時 

22 日(日) 10 時～16 時 

会場 東岡崎・岡ビル百貨店３Ｆ 

岡崎市明大寺本町 4-70 (名鉄東岡崎駅徒歩０分) 

 

相談内容  雇用・労働相談、住宅相談、医療相談、生活保護相談、多重債務相談、その他生活全般

の相談 

相談員は弁護士、司法書士、医師・看護師、精神保健福祉士、労働組合役員、市民ボラ

ンティアなどの専門家です。 

※会場で宿泊はできません。 

 

主催 愛知派遣村実行委員会    後援 愛知県弁護士会 
実行委員長 藤井克彦(笹島診療所)   副委員長 水谷英二(司法書士)、柘植直也(弁護士) 

 

連絡先（期間中のみ） 本部事務局 森  弘典（弁護士）  Tel ０９０－１７２７－１９２０ 

現地事務局 高桒美奈（弁護士） Tel ０９０－１２３６－７２６８ 

 


